
安
全
に
関
す
る
職
員
の
行
動
規
範 

 

一
、
一
致
協
力
し
て
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
努
め
、
お
客
様
を
安
全
・
安
心
・ 

快
適
に
目
的
地
ま
で
お
運
び
し
ま
す
。 

一
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
法
令
や
規
程
を
遵
守
し
、
安
全
意
識
の
徹
底
と
、 

厳
正
・
忠
実
な
職
務
の
遂
行
に
あ
た
り
ま
す
。 

一
、
事
故
発
生
時
に
は
、
負
傷
者
の
救
護
を
最
優
先
に
行
動
し
、
速
や
か
に 

安
全
適
切
な
処
置
を
と
り
ま
す
。 

一
、
安
全
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
、
確
実
・
迅
速
に
伝
え
共
有
化
に
努
め
ま
す
。 

一
、
お
客
様
か
ら
の
声
を
率
直
に
受
け
止
め
、
お
客
様
の
目
線
に
立
っ
て
、 

常
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
業
務
の
改
善
に
努
め
ま
す
。 
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